
遠軽町告示第４３号 

 

   公募型プロポーザル方式による受託候補者選定手続の実施について 

 次の業務における、随意契約の相手方を特定する手続（以下「プロポーザル」という。）

の実施について公示する。 

 

   令和６年４月２６日 

  

遠軽町長 佐々木 修 一      

 

１ 業務の概要 

（１） 業務名 

令和６年度 遠軽町文書管理システム導入業務委託 

（２） 業務内容 

この業務は、遠軽町（以下「町」という。）が導入を計画している文書管理シス

テムに係る導入業務委託を行うものである。 

（３） 予定する委託期間 

令和６年６月上旬から令和７年３月中旬までを予定する。 

※原則、令和６年度中の委託業務となるが、企画提案の内容や業務の進捗状況に

応じて期間を変更する可能性あり。 

（４） 予定する業務場所 

紋別郡遠軽町１条通北３丁目１番地１ 

（５） 委託業務に係る予算額 

３２，５００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）以内を予定する。 

２ 参加資格 

公示日現在において、次に掲げる要件をすべて満たす企業とする。 

（１） 令和５・６年度遠軽町競争入札参加資格者名簿に登載のある者。 

（２） 本業務と同種の文書管理システム構築業務を行う体制を有し、過去に地方公共団

体への導入コンサルティング実績を有している者。 

    なお、受託実績がない場合においては、本社、支社、営業所、グループ会社、パ

ートナー会社等の履行実績を踏まえ、本業務の実施体制がそれらの履行体制と遜色

なく、本業務を十分に履行できる体制を整えていることを書面により説明できるこ

と。 

（３） 遠軽町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成１７年遠軽町告示第１４

号）第２第１項の規定による指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 



（４） 遠軽町の契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成２５年遠軽町告示第１１号）第

３条の規定による競争入札への参加を除外されていないこと。 

（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て及び民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、手続開始決定後の遠軽町競争入札参加資格の再審査結果を有し

ていること。 

（６） 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。 

３ 手続等 

（１） 関係書類の交付等 

このプロポーザルの実施要領及び各種様式等は、町のホームページから入手する

ものとする。 

（２） 参加表明書等の提出 

ア 提出期限 

令和６年５月１７日（金）午後５時３０分まで必着とする（郵送の場合にあっ

ても同様とする。）。 

イ 提出先 

紋別郡遠軽町１条通北３丁目１番地１ 遠軽町総務部総務課 

ウ 提出方法 

持参又は郵送（書留）により紙媒体及び電子データ（ＰＤＦ化しＣＤ－Ｒま

たはＤＶＤ－Ｒに保存）を提出すること。 

（４） 担当部署 

紋別郡遠軽町１条通北３丁目１番地１ 

遠軽町総務部総務課庶務担当 

電話  ０１５８－４２－４８１１ 

ＦＡＸ ０１５８－４２－３６８８ 

４ その他 

（１） 最良の企画提案をした者を本業務の随意契約の相手方の候補者とする。 

（２） その他、このプロポーザルに関する詳細は、「遠軽町文書管理システム導入業務

委託に係る公募型プロポーザル実施要領」による。 


